
滋賀県スポーツ少年団 「ジュニア・リーダー」資格認定の条件 

 

（１）参加者は２日間の全日程に参加し、全課程を修了した者。 

（ただし、途中病気等でやむを得ず受講できなかった時間が

ある場合は、その欠時が２時間までであること。） 

 

（２）集団生活に際し、常に規則正しい行動がとれ、２日間ともジュ

ニア・リーダーに相応しい受講態度であった者。 

 

上記（１）～（２）の条件を満たすことできた者だけを、２日目の 

日程終了後に開催される「査定会」で査定審議し、認定者を決定し、 

「認定証」および「認定章（ワッペン）」を交付する。 

 

 

ただし、 

 上記（１）のとおり、欠時が２時間以上あっても、２日間の最終日

程まで受講した場合は、「参加証」を別に授与する。 


